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令和４（2022）年４月に、成年年齢が１８歳に引き下げられました。成年になると親権者の同意

がなくても契約ができることから、特に契約の経験が乏しい１８歳、１９歳の若者の消費者教育啓発

が急務となっています。また、コロナ禍以降、デジタル化が急速に進展し、SNSが若年者にも普及

したことによる新たなトラブルの増加も懸念されています。SNSは便利な反面、使い方を誤ると思

わぬトラブルにつながることがあります。このようなトラブルを未然に防止するためには、消費者と

しての主体的な判断や、責任をもった行動が求められています。 

このたび、支援学校における消費者教育のさらなる推進のため、「支援学校（高等部）向け消費者

教育教材『めざそう！消費者市民』～「SNS」編～」を作成いたしました。これは「お金」と「契約」編

（令和 4年度作成）や「キャッシュレス」編（令和５年度作成）の続編となります。 

「指導者用活用ガイド」には、「パワーポイントデータ」の効果的な使用方法や、授業を実施するう

えで生徒に伝えてほしい内容を掲載しています。また、「パワーポイントデータ」は生徒の理解度に

合わせて必要な部分だけお使いいただけます。また、教材に使用したイラストを含む「イラスト集」を

作成し、大阪府消費生活センターホームページに掲載しておりますので、ご活用ください。本教材が

府内の支援学校（高等部）における消費者教育の推進や充実の一助となることを願っています。 

最後に、本教材の作成にあたりまして順天堂大学の尾高邦生准教授、府教育庁をはじめ関係機

関の皆様に多大なご協力を賜りました。心より感謝申し上げます。 

 

令和７年１月 

 

                大阪府消費生活センター 

 

 

 

 

 
はじめに 
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スマートフォンの普及とともに、SNSは身近な存在になりました。それに伴い、SNSやインター

ネットのトラブルも多様化・複雑化し、被害も増えてきました。このような状況から、SNSをテーマ

に本教材を作成しました。日常生活を振り返りながら情報リテラシーを身に付ける学習内容となっ

ておりますので、ご活用ください。 

本教材は①パワーポイントデータ、②ワークシート、③指導者用活用ガイド（本書）、④イラスト集で

構成されています。パワーポイントデータやワークシートは、学校や生徒の学習進度等にあわせてデ

ータを適宜編集、カスタマイズすることができます。スライド中のテキストやイラストにアニメーショ

ン機能を設定し、パワーポイントのノート部分には生徒に伝えていただきたい内容をシナリオ形式

で記載していますので、より活用しやすくなっています。また、すべての漢字とアルファベットにル

ビを振り、UDフォント（ユニバーサルデザインフォント）を使用することで、より多くの人にわかりや

すい教材となるよう工夫しました。本書３ページ以降の「スライドの内容」に、「ひとことアドバイス」

や関連するウェブサイトのQRコードを掲載していますので、参考にしていただければ幸いです。 

イラスト集は、さまざまなシーンのイラストを掲載しています。消費者教育の授業等で独自の教材

を作成される際に、ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教材の特徴 

 
本書について 
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④イラスト集 

「SNS」など、消費生活

に関するイラストをテーマ

ごとに掲載しています。 

③指導者用活用ガイド（本書） 

パワーポイントデータを

使って授業をする際のポイ

ントや、消費者教育教材の

URLを掲載しています。 

 

 

 

本教材は、①パワーポイントデータ、②ワークシート、③指導者用活用ガ

イド（本書）、④イラスト集で構成されています。大阪府消費生活センターの

ホームページに①～④の各種データを掲載していますので、ダウンロード

してご活用ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②ワークシート 

パワーポイント教材に合わ

せて、ワークシートを作成しま

した。生徒の理解度によっ

て、アレンジすることもできま

す。 

 

①パワーポイントデータ 

授業でそのまま使うことができるパワーポイント教材です。ノート部分には、教員から伝えていた

だきたい内容をシナリオ形式で入れています。また、関連するスライドをセクションごとに区切って

います。 

 

教材紹介 

「SNS」のイラスト.zip 
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◇インターネットってなんだろう？         ワークシート「インターネットってなんだろう P1」 

学習内容・活動 指導上の留意点 

・インターネットという言葉を聞

いたことがあるか、使ってい

るか、日常生活を振り返る。 

 

・インターネットが世界中につな

がっていることを理解し、い

つ、どのように使っているか

を考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・身近にあるものや家にあるも

のの中で、インターネットにつ

ながっているものにはどんな

ものがあるか、スライドを見な

がら考える。 

 

 

 

 

・まとめとクイズで、これまでの

学習内容を再確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・普段の生活で、パソコンやスマートフォンを介

して、インターネットを利用していること、およ

びインターネットを通じて世界中と「つながっ

ている」ことを理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・身の回りにあるさまざまなものが、インター   

ネットにつながっていることをイラストでイメ

ージさせる。 

インターネットを通じて世界とつながっている

ことを理解し、日ごろ何気なく使用しているも

のも世界中とつながっていることを理解させ

る。 

 

 

・まとめを通じて学習内容を再確認することに

より、インターネットを使うということは、世

界とつながることになるということを理解さ

せる。 

 

 

 
スライドの内容 

    動画や音楽など、さまざまな情報は   

   光ファイバー回線を利用して世界中

に送受信されています。 

光ファイバーは電磁気の影響を受けにく

く通信速度の安定性、高速性に優れ、長

距離への伝送にも適しています。 

光ファイバーは世界中に張り巡らされて

いるので、日本にいても、世界の情報を

知ることができたり、やり取りしたりす

ることができます。 

 ※Wi-Fiは電波を使った無線での通信手

段で、電波が届く範囲であればケーブル

の接続なしでインターネットに接続でき

ます。 
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◇ＳＮＳってなんだろう？                   ワークシート「SNSってなんだろう P2-5」 

学習内容・活動 指導上の留意点 

・SNSという言葉を聞いたこ

とがあるか、使っているか、

日常生活を振り返る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・情報収集をするシーンを通じ

てSNSのメリット・デメリット

を理解し、自分の使い方を考

える。 

  

 

・実際の店舗での買い物とイ

ンターネットの買い物の違い

やSNSで知った情報につい

て、メリットとデメリットを考

える。 

 

 

 

 

・SNSの情報はどのくらい信

頼できるかを話し合う。 

さらに、大きな地震や台風の

とき、情報をどうやって調べ

ているか。そのときにSNSで

流れている情報を見ることが

あるかについて生徒同士で話

し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

・SNSの言葉の意味を説明したうえで、日ごろ 

 どのような種類のSNSを利用しているかを振 

り返らせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実際の店舗で買い物をするときとの違いを例

に挙げながら、情報収集をするシーンを説明す

ることによって、SNSのメリットとデメリットに 

気づかせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SNSで得ることができる情報のメリットとデメ

リットを考える際、天災等を例にあげる。SNS

では、多くの情報をすぐに知ることができる

が、すべてが信頼できる情報でないことに気づ

かせる。さらに、災害だけでなく、イベントやコ

ンサートなどの情報入手先を行政の広報ペー

ジや公式サイトなど信用できるところで確認す

ることが重要であることを認識させる。 

 

 

 

 

 

 

 

SNSと他の情報媒体とを比べさせて 

     ください。 

・ テレビのニュース番組 

・ 新聞 

     生徒がSNSのメリットを考えやすい 

      ように、ネットショッピングをして便利

だったこと、失敗したことなどを聞いてみて

ください。 

例えば 

 ・ 家にいながら買い物できて便利だった 

 ・ 手に取って見られなかったので失敗した 

  (思っていたより小さかった) など 

動画再生のSNSアプリを例に提示す 

るとイメージがつかみやすくなる生徒

がいると思います。 

動画再生サイトを見ている生徒には、世界中

の動画が見られるということは、SNSを使っ

て、世界中とつながっているということにも

気づかせてください。 
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・メッセージ通信アプリの使 

 い方を考える。 

 遠くの親戚や友だちとメッ  

  セージをやり取りしている 

 か、友だち数人とのグルー 

 プでやり取りすることがあ 

 るかなどを話し合わせる。 

 

 

・SNSで写真や動画見たり、音

楽を聴いたりすることがある

か、自分でも投稿している

か、フォローするときの判断

基準などの意見を出し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他人に迷惑をかけるような 

投稿について、意見を出し合 

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スライドを見て、写真やイラス

ト内の個人情報とは何かを探

す。 

 

 

 

 

 

・メッセージ通信アプリの便利な点を確認させる

とともに、使い過ぎなどによるデメリットを認

識させる。そのうえで、やり取りの終わり方な

どを話し合わせ、生徒同士の意見交換を通じ

て、正しい使い方を生徒自身に気づかせる。 

 

 

 

 

・生徒同士で意見交換することで、何気なく

SNSに投稿している行為が適切かどうかを客

観的に判断させる。 

 

・他人の著作物には、ほかの誰かに勝手に使わ

れないよう著作権があることを伝える。好きな

マンガを紹介したいと思っても、マンガのペー

ジを写真に撮って投稿すること、本人が許可し

ていない写真を投稿することは「著作権」の侵

害になり、犯罪になると理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

・友だち同士しか見られない設定にしていても、

その友だちの設定条件はわからないことなど、

SNSの特性などを理解させる。 

ウソの投稿や悪ふざけの投稿は、罪に問われた

り損害賠償請求をされたりすることもあると

認識させる。 

 

 

 

 

 

 

 

・個人情報とは何かを伝えたうえで、写真には、

多くの情報があること、その情報の中には個

人情報も含まれている場合があることを理解

させる。その上で、自分だけでなく、いっしょ

に写っている人の個人情報を守ることも重要

であることを理解させる。 

 

 

    著作権法という法律があり、それに 

      違反すると逮捕されることもありま

す。犯罪と絡めて話をすると生徒の理解が深

まるかもしれません。 

     匿名で投稿しても、投稿者の個人情報

を探し出し、わざと晒して拡散する人

もいます。 
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・まとめとクイズで、これまで

の学習内容を再確認する。 

 

 

 

・まとめとクイズを通じて学習内容を再確認す

ることにより、SNSの便利さと注意点を身に

着けさせる。 

 

◇メッセージ                                  ワークシート「メッセージ P6-9」 

学習内容・活動 指導上の留意点 

・普段のSNSでのメッセージ

のやりとりを考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・友だちの投稿にコメントを 

入れたことがあるか、また 

その際、どのようなことに注

意してコメントを入れている

かなど、日ごろの行動を振り

返る。 

 

 

・まとめとクイズで、これまで 

の学習内容を再確認してい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SNSでメッセージをやりとりする際、文字だ

けでは気持ちが伝わりにくいことを理解させ

る。さらに、絵文字や記号で気持ちを補うこと

の重要性を認識させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SNSで言葉だけのやりとりでは、自分の気持

ちが正確に伝わりにくいことを認識させる。 

・悪口を言ってはいけないことは、現実の世界 

でもSNSでも同じであることに気づかせる。何

気なく、あるいは軽い気持ちで投稿やコメント

したことで、相手も自分も傷つくことになるこ

とがあることを再認識させる。 

 

・まとめを通じて学習内容を再確認させる。 

 これまでの学習内容を考えながら、言葉の伝 

 わり方、言葉の受け取り方を考えさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライドの例では、どちらの意味にも 

とれることを理解させてください。 

・ かわいくない 

 絵文字と「？」をつけると、「かわいいよね」 

 と確認する意味にとれる。つけないと「かわ 

 いくない」と否定しているようにとれる。 

 

    誹謗中傷すると罪に問われることも 

    あります。 

     政府広報オンライン 

     「誹謗中傷はダメ！ 

厳しく処罰される場合があり 

ます！」 

    一度書き込むと簡単には消せません。     

    誰が投稿しているかわからない書き

込みでも、情報開示請求が認められれば投

稿者の情報は明らかになるということを繰

り返し伝えてください。 

https://www.gov-online.go.jp/article/202409/radio-2374.html
https://www.gov-online.go.jp/article/202409/radio-2374.html
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◇もうけ話その１ アルバイトをするつもりが         ワークシート「もうけ話 P10、12、13」 

学習内容・活動 指導上の留意点 

・アルバイトに応募することを

想定し、SNSのアルバイト募

集広告のどこに注意を払う

べきかを考える。 

 

・インターネットやSNSで仕事

を探すときの注意点を考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高額報酬には理由があること、「高額」につら 

れ、犯罪に巻き込まれる恐れのあることを理 

解させる。 

 

 

・ 「賃金が高い仕事」というのは、特別な技術が

必要な仕事や危険な仕事が大半であることを

認識させる。 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

◇もうけ話その２ 知り合いから紹介されて             ワークシート「もうけ話 P11-13」 

学習内容・活動 指導上の留意点 

・悪質商法(マルチ商法)の事例

スライドを見ながら、気をつけ

るべきポイントを話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・知り合いの紹介でも、少しでも疑問を感じた

ら周りに相談すること、怪しいと思ったら、は

っきり断ることが重要であると認識させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    このスライドでマルチ商法の事例を    

    紹介しています。マルチ商法とは、商

品・サービスを契約し、次は自分がその商

品・サービスの勧誘者となって報酬（紹介

料）などを得る商法です。 

「履歴書」ではなく、学生証やマイナン 

    バーカード、「高額」なのに「簡単」な仕

事、連絡方法が電話やメール、書面ではなく、

DM や履歴が消えてしまうメッセージアプリ

を指定されるなど、注意する点を伝えてくだ

さい。 

もし、犯罪にかかわるようなアルバイ 

     トに申し込んでしまったときや、不安

を感じたときは、すぐに先生や保護者に相談

するよう伝えてください。 

    マルチ商法は、自分のお金を失うだ 

    けでなく、友だちにも迷惑をかけ、人

間関係が悪くなってしまいます。ほしくな

いものを無理に買わされたり、やりたくな

いのに仕事をさせられたりすると、どのよ

うな気持ちになるかを生徒が考えるように

してください。 
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・まとめとクイズで、これまでの

学習内容を再確認していく。       

 

 

 

 

 

 

 

 

・まとめを通じて学習内容を再確認させる。 

 

 

 

 

 

◇もうけ話その３ 広告につられて                     ワークシート「もうけ話 P13」 

学習内容・活動 指導上の留意点 

・「広告につられて」のスライド

を見ながら、気をつけるべき

ポイントを話し合う。 

 

・SNSからの「簡単にもうか

る」話は、ほぼウソであると 

認識する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まとめとクイズで、これまで 

の学習内容を再確認してい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・簡単にお金を稼げる仕事はないことを認識さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まとめを通じて学習内容を再確認させる。 

 

 

・まとめを通じて学習内容を再確認させる。 

 

 

 
あやしいもうけ話の注意ポイント 

 

・ SNSから誘われたら、まず疑いましょう。 

・ 投資資金などのお金の振込先が個人名義 

 の場合は、詐欺です。 

・ テレビでもよく見る有名人が勧めている

からといって、その映像が本物とは限りま

せん。 

     有名人になりすましたニセ広告を 

     信じ、お金をだまし取られる被害が

出ています。 

だまし取られたお金が返ってくることは 

ほぼありません。 

     このスライドでもうけ話の事例を紹 

     介しています。最初は簡単な仕事で

少額の報酬を出して安心させ、次に「もっと

稼ぐ方法を教えるセミナー」に招待されま

す。 

セミナーでは、「お金を稼ぐために、高額な

マニュアルを買う必要がある」と説得され、

そのために借金させられるといった被害が

でています。 

支払ってしまったお金が返ってくることは、

非常に少ないです。 

  マルチ商法は仕組みも複雑です。相手 

   の説明に不信感や疑問を抱いたら、す

ぐ相談するよう伝えてください。 

「被害金額を取り戻すためには弁護士費用

が必要だ」と言われてお金を出してしまう

といった、被害回復をうたう二次被害にあ

う可能性もあります。 
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◇ニセ広告・ニセメール                  ワークシート「ニセ広告・ニセメール P14-15」 

学習内容・活動 指導上の留意点 

・ニセ広告・ニセメールの気を

つけるべきポイントを理解す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まとめとクイズで、これまで 

の学習内容を再確認してい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これまでに、大手企業をかたるニセ広告・ニセ

メールを受け取ったことがあるか、聞いたこと

はあるか、受け取ったとき、どのように対応し

ているか、意見を出させる。その上でニセ広告

やニセメールで気を付けるべきポイントを理

解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まとめを通じて学習内容を再確認させる。 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  

 

 

ニセメールにだまされないために 

 

・すぐに開かない 

 メールを開く前でも、送信者、件名と数行 

 の本文を見ることができます。 

・リンクをタップしない 

 ニセメールだと、詐欺サイトに誘導されて 

 しまうかもしれません。確認は、公式サイト 

 からにしましょう。 

・メールやSNSの広告から誘導されて、個 

 人情報を入力するよう指示が出ても、入力 

 しないようにしましょう。もし、入力する必 

 要があるときは、先生や保護者に相談しま 

 しょう。 

   アカウントと ID 

アカウントとは、アプリやインターネットのサ

ービスを利用するための権利のことで、ID

とパスワードで管理されます。 

IDはアカウントを取得するために必要な、

個人と個人情報を結びつけるためのもので

す。 

アカウントを IDと呼ぶことも多いです。 

     ブランド品などが、大幅に値引きさ 

     れているホームページを見つけ、注

文してお金を振り込んだが、品物が届かな

かった、といったニセサイトの被害もありま

す。 
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◇ネット広告                                   ワークシート「ネット広告 P16」 

学習内容・活動 指導上の留意点 

・音楽やアニメなどで「30日

間無料おためし」といったサ

ブスクリプションに関する広

告について、気をつけるべき

ポイントを理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まとめとクイズで、これまで

の学習内容を再確認してい

く。 

 

・サブスクリプションには無料で試せる期間が

あること、その期間が終われば有料になるこ

とを理解させる。 

 

・やめたいときは、自分から解約しなければな

らないことを理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まとめを通じて学習内容を再確認させる。 

 

 

 

 

 

◇SNSのまとめとクイズ  

学習内容・活動 指導上の留意点 

・SNSについて、クイズに答え

ることによって、これまでの

学習内容を再確認していく。 

 

 

 

 

・SNSを使うときの注意点を

再確認する。 

 

 

 

・便利なSNSは、使い方を間違えると自分だけ

でなく、周りの人にも迷惑をかけることを理解

させる。 

 

 

 

 

・7つの約束を守れているかを確認させる。 

 

 

 

 

    サブスクリプションとは 

定額を定期的に支払うことで、一定期間、商

品やサービスを利用することができるサー

ビスです。 

    お試し通販トラブル 

お試しのつもりで買った商品が、2回も 3

回も商品が届き、2回目からは値段も高額

になるので支払えない、といったトラブルも

あります。 
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◇困ったときは相談しよう! 

学習内容・活動 指導上の留意点 

・何か困ったことがあれば一

人で判断せず、保護者や学校

の先生など身近な人に相談

することを認識する。 

 

・各市町村には消費生活セン

ターがあり、相談できること

を認識する。 

・トラブルに巻き込まれたり、何か困ったりした

ら、身近な人に相談することを伝える。 

 

 

 

・消費生活センターとは、消費生活全般に関す

る苦情や問合せなど、消費者からの相談を専

門の相談員が受け付け、公正な立場で処理す

る機関であることを理解させる。 

 

 

 

イラストは、「SNS(情報リテラシー)」に関するイラストを PNGファイル形式で保存しています。

イラストの背景を透過しているため、複数のイラストを組み合せて使用することができます。zip（圧

縮）ファイルをダウンロードして、「表示」タブ等でアイコンの大きさを変更していただくと、イラスト

を探しやすくなります。消費者教育・啓発のための資料作成等にご活用ください。 
 

 

  

 

 

〇高校生向け消費者教育教材『めざそう！消費者市民（平成２８（２０１６）年度作成）』 

消費生活に関する内容を「商品の安全」「生活の管理と契約」「情報とメディア」「消費者市民社会の構築」に

分け、その中でも若者に関連の深い１１の項目について、教材を作成しました。コピーして使っていただけ

るワークシート付きです。 

 

〇『モデル授業実践事例集（平成２９（2017）年～令和２（２０２０）年度作成）』 

高校生向け消費者教育教材『めざそう！消費者市民』（平成２８（2016）年度作成）を活用して「大阪府消

費者教育推進モデル校」に指定された府内の高等学校、支援学校において実施したモデル授業の内容を

とりまとめています。 

 

〇支援学校（高等部）向け消費者教育教材『めざそう！消費者市民』―「お金」と「契約」編(令和 4 

 （２０２2）年度作成)、キャッシュレス編(令和 5(2023)年作成)― 

支援学校における消費者教育の推進に役立てていただけるよう、教員等の方々を対象とした「支援学校  

（高等部）向け消費者教育教材」を作成いたしました。イラストを使いながら楽しく学べる教材となっています。 

※支援学校（高等部）向け消費者教育教材『めざそう！消費者市民』―キャッシュレス編―は、(公財)消費者教育

支援センターが実施する「消費者教育教材資料表彰 2024」にて優秀賞を受賞しました。 

 

 

若者が陥りやすい消費者トラブルやその対処法について、人気のお笑い芸人がコントで演じ、

トラブルを防ぐポイントなどをわかりやすく解説しています。消費者教育の授業やホームルームの

時間等で広くご活用ください。 

 
消費者教育教材 

若者向け消費者教育情報サイト 

 
 

 イラスト集 

高校生向け消費者教育教

材  

「教材検索サイト」アクセス用QRコード 

「教材検索サイト」アクセス用QRコード 
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